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【事案の概要】
１　特許庁における手続の経緯等

（１）　被告（株式会社ナカノ）は、平成21年８月
21日、意匠に係る物品を「箸の持ち方矯正具」
とする別紙１本件意匠図面記載の形態の意匠

（以下「本件意匠」という。）の出願をし、平成
23年１月７日に意匠権の設定登録を受けた（意
匠登録第1406731号。甲６。以下「本件意匠登録」
という。）。
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（２）　原告（株式会社ケイジェイシー）は、平成
28年11月18日、本件意匠登録に対する無効審判
を請求し、特許庁は、これを無効2016－880025
号事件として審理した。

（３）　特許庁は、平成29年８月22日、「本件審判
の請求は、成り立たない。」との別紙審決書（写
し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし、
同年９月１日、その謄本が原告に送達された。

（４）　原告は、同月29日、本件審決の取消しを求
める本件訴訟を提起した。

２　本件審決の理由の要旨

（１）　本件審決の理由は、別紙審決書（写し）の
とおりである。要するに、本件意匠は、下記ア、
イの引用例に記載された意匠（順に、「引用意
匠１」、「引用意匠２」という。）に基づいて当業
者が容易に創作できた意匠に該当するとはいえ
ないから、意匠法３条２項により本件意匠登録
を無効とすることはできない、というものであ
る。
ア　引用例１：特許国際公開公報、国際公開番

号ＷＯ2006／004290Ａ1（別紙２引用意匠図
面。甲１図６。2006年１月12日公開。）

イ　引用例２：中国実用新型専利説明書、公告
番号ＣＮ200980547Ｙ（甲２。2007年11月28
日公告。）

（２）　本件審決は、その前提として、本件意匠及
び引用意匠１について、以下のとおり認定した。
ア　本件意匠

意匠に係る物品は、「箸の持ち方矯正具」で
ある。本物品は、２つの部品からなり、２本
一対の箸のそれぞれに挿入して取り付け、一
方の部品に人差し指、もう一方の部品に薬指
を挿入して、箸の持ち方を矯正するための器
具として使用するものであり、箸に適宜着脱
して使用するものである。

本件意匠の形態は、以下の（あ）ないし（か）
のとおりである。

なお、２つの部品のうち、願書に添付さ
れた図面中【持ち方矯正具を取り付けた箸を
持った状態の参考斜視図】において、薬指を

挿入している方の部品、つまり正投影図法に
よる一組の図において、図の表示を【箸の持
ち方矯正具のもう一方の正面図】等としてい
る方を、以下「構成部品Ａ」といい、人差し
指を挿入している方の部品、つまり正投影図
法による一組の図において、図の表示を【箸
の持ち方矯正具の片方の正面図】等としてい
る方を、以下「構成部品Ｂ」という。

（あ）　全体の基本的な構成態様について、ど
ちらの部品も、箸に挿入する筒状体（以下

「取付部」という。）と指を挿入する環状体
（以下「リング部」という。）からなり、取
付部の外周にリング部を立設させて結合し
たものである。

（い）　取付部の全体形状について、どちらの
部品も、全長が幅よりも少し長い、やや肉
厚の略正四角筒状体としたものである。

（う）　リング部の全体形状について、どちら
の部品も、周側面を細幅帯状とする、やや
肉厚の略円環状体としたものである。

（え）　リング部の直径の大きさについて、ど
ちらの部品も、取付部の幅の約２倍とした
ものである。

（お）　取付部とリング部との結合部の態様に
ついて、どちらの部品も、リング部の外側
が取付部にめり込むような態様としたもの
である。

（か）　取付部に対するリング部の向きについ
て、構成部品Ａは、リング部の孔の中心線
の方向が、取付部の孔の中心線の方向と直
交する向きとし、構成部品Ｂは、同２つの
方向を概略同方向としつつも、左右方向に
少し、上下方向にも少し、傾けたものであ
る。

イ　引用意匠１
引用例１図６の「スプーンとフォークの

機能を提供し、容易に持つこと及び取り扱う
ことができる箸」に取り付けられる、符号15
及び17ｃからなる親指用の部品（引用意匠１
ａ）と、符号13及び17ａからなる人指し指用
の部品（引用意匠１ｂ）は、引用例１図６の
箸の製造工程において棒に取り付けられ、当


